
制度の名称 主な学校種別 制度の概要
返還の
義務

金額等 支給時期 申請方法 リンク 問合せ先

就学援助制度
小学校（義務教育学校前期課程を含む。）及
び中学校（義務教育学校後期課程及び中等
教育学校前期課程を含む。）

経済的理由により就学困難な児童又は生
徒の保護者に対して、経費の補助を行いま
す。

なし

就学のため必要な経費を補助します。
(1)学用品費等
(2)医療費
(3)学校給食費

在籍する学校や居住する市町村によって
異なります。

在籍する学校や居住する市町村によって
異なります。

－

在籍する学校
又は
居住する市町村の教育委員会

特別支援学校、小学校（義務教育学校前期
課程を含む。）及び中学校（義務教育学校後
期課程及び中等教育学校前期課程を含
む。）

障がいのある幼児、児童又は生徒の特別支
援学校、小学校若しくは中学校への就学の
ための必要な経費の補助を行います。

世帯の収入等に応じて、就学のため必要な
経費を補助します。
(1)教科用図書の購入費
(2)学校給食費
(3)交通費
(4)寄宿舎居住に伴う経費
(5)修学旅行費
(6)学用品購入費
(7)オンライン学習通信費

在籍する学校や居住する市町村によって
異なります。

在籍する学校や居住する市町村によって
異なります。

在籍する学校
又は
【特別支援学校】
特別支援教育課
092-643-3909
【小・中学校】
居住する市町村の教育委員会

高等学校

視覚障がいのある生徒で、検定教科用図書
等に代えて、拡大教科書又は点字教科書を
使用する場合に必要な経費の補助を行い
ます。

拡大教科書又は点字教科書の購入費の
額。

支給が決定され次第、随時支給します。
学校からの案内に従って申請書を提出し
てください。

在籍する学校
又は
【特別支援教育課】
092-643-3909

公立の高校、中等教育学校後期課程、専修
学校の高等課程

平成26年4月以降の入学者で、世帯所得
が一定未満の場合、就学支援金を受けるこ
とで授業料の納入が実質不要です。

なし 授業料に相当する額
生徒や保護者には現金等は支給されませ
ん。

学校からの案内に従って申請書を提出し
てください。

財務課のページへ

在籍する学校
又は
財務課
092-643-3866

私立高校、中等教育学校後期課程、専修学
校高等課程、専修学校一般課程及び各種
学校のうち指定を受けた学校

世帯年収が一定額未満である、平成26年
4月以降に私立高校等へ入学した生徒の授
業料負担を軽減するために、就学支援金を
支給します。

なし

(1)世帯年収の目安が約910万円未満の
場合：月額9,900円
(2)世帯年収の目安が約590万円未満の
場合：月額33,000円（上限）

学校が代理受領し、授業料に充てます。
学校からの案内に従って申請書を提出し
てください。

文部科学省のページへ

在籍する学校
又は
私学振興課
092-643-3139

県立高校の専攻科
県立高等学校の専攻科に通う低所得世帯
の生徒の授業料負担を軽減するために、支
援金を支給します。

なし 授業料相当額又は授業料相当額の半額 生徒や保護者には現金は支給されません。
学校からの案内に従って申請書を提出し
てください。

－

在籍する学校
又は
財務課
092-643-3866

私立高校の専攻科
私立高等学校の専攻科に通う低所得世帯
の生徒の授業料負担を軽減するために、支
援金を支給します。

なし 授業料相当額又は授業料相当額の半額 学校が代理受領し、授業料に充てます。
学校からの案内に従って申請書を提出し
てください。

－

在籍する学校
又は
私学振興課
092-643-3139

高等学校授業料減免 県立高校、中等教育学校後期課程

在学期間が標準年限を超えるなど、授業料
を納入する必要がある生徒で、経済的理由
により授業料の納入が困難な場合、授業料
を減免します。

なし 授業料に相当する額を減免します。 毎月の授業料から減免します。
学校からの案内に従って申請書を提出し
てください。

－

在籍する学校
又は
財務課
092-643-3866

福岡県私立高等学校等学校
納付金軽減補助金

私立高校（全日制）、専修学校高等課程

生活基準が以下の要件に該当する世帯を
対象に、授業料及び施設設備費等の軽減を
行います。
(1)生活保護又は児童扶養手当（一定額以
上）の受給
(2)保護者等の国民年金保険料の免除
(3)保護者等の所得税又は道府県民税所
得割及び市町村民税所得割額が非課税
等

なし
月額9,900円
（学校によって異なります。）

生徒や保護者等に現金等は支給されませ
ん。

学校からの案内に従って申請書を提出し
てください。

－

在籍する学校
又は
私学振興課
092-643-3139

高等学校専攻科修学支援金

高等学校等就学支援金

特別支援教育就学奨励費 なし －

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/jugyoryo.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/index.htm


国公立の高校及び中等教育学校後期課程
（専攻科を含む。）、高等専門学校、専修学
校高等課程、専修学校一般課程及び各種
学校のうち指定を受けた学校

平成26年4月以降に公立高等学校等へ入
学した生徒がいる低所得世帯に対し、授業
料以外の教育に必要な経費への支援を行
うために給付金を支給します。

なし

(1)生活保護（生業扶助）を受給している世
帯の場合：32,300円
※生活保護における収入認定からは除外
されます。
(2)道府県民税所得割及び市町村民税所
得割非課税世帯の場合：143,700円（通
信制、専攻科在籍の場合は50,500円）
(3)年収約270～380万円未満（専攻科
に通う生徒のみ）10,100円
(4)多子世帯で年収約380～600万円未
満（専攻科に通う生徒のみ）10,100円

7月末以降に随時支給します。
学校からの案内に従って申請書を提出し
てください。

財務課のページへ

在籍する学校
又は
財務課
092-643-3866

私立高校（専攻科を含む）、中等教育学校後
期課程、高等専門学校、専修学校高等課
程、専修学校一般課程及び各種学校のうち
指定を受けた学校

平成26年4月以降に私立高校等へ入学し
た生徒がいる低所得世帯に対し、授業料以
外の教育に必要な経費への支援を行うた
めに給付金を支給します。

なし

(1)生活保護（生業扶助）を受給している世
帯の場合：52,600円（通信制在籍の場合
も同額）
(2)道府県民税所得割及び市町村民税所
得割非課税世帯の場合：152,000円（通
信制、専攻科在籍の場合は52,100円）
(3)年収約270～380万円未満（専攻科
に通う生徒のみ）10,420円
(4)多子世帯で年収約380～600万円未
満（専攻科に通う生徒のみ）10,420円

支給が決定され次第、随時支給します。
学校からの案内に従って申請書を提出し
てください。

私学振興課のページへ

在籍する学校
又は
私学振興課
092-643-3139

高等学校等奨学金

高等学校（専攻科を含む）、中等教育学校後
期課程、特別支援学校高等部（専攻科を含
む）、高等専門学校及び専修学校高等課程
のうち財団の承認を受けた課程

勉学意欲がありながら経済的理由により
修学に困難があると認められる高校生等
に対し、授業料や校納金などの日常的な学
費に充てるための学資の貸与を行います。

あり

月額は学校種別や通学区分に応じて、それ
ぞれ3種類から選択できる。
（例１）
国・公立高校で自宅通学の場合：10,000
円、15,000円、18,000円
（例２）
私立高校で自宅通学の場合：10,000円、
15,000円、25,000円

6，9，12，3月にそれぞれ3か月分ずつ貸
与します。

学校からの案内に従って申請書を提出し
てください。
(1)予約募集：中学校在学中に申請（毎年7
月から9月ごろ）
(2)在学募集：高校等在学中に申請（毎年4
月ごろ）
(3)緊急募集：家計が急変した際に申請
（随時申請が可能）

奨学財団のページへ

在籍する学校
又は
公益財団法人福岡県教育文化奨学財
団福岡支所
092-641-7326

高等学校等入学支度金
高等学校、中等教育学校後期課程、高等専
門学校及び専修学校高等課程のうち財団
の承認を受けた課程

勉学意欲がありながら経済的理由により
修学に困難があると認められる高校生等
に対し、入学金や教科書などの入学時の一
時的な学費に充てるための学資の貸与を
行います。

あり
入学した学校が国・公立高校等の場合5万
円、私立高校等の場合10万円

入学前３月末に貸与します。
学校からの案内に従って申請書を提出し
てください。申請できるのは中学校在学中
の予約募集のみです。

奨学財団のページへ

在籍する学校
又は
公益財団法人福岡県教育文化奨学財
団福岡支所
092-641-7326

福岡県高等学校定時制課程
及び通信制課程修学奨励金

高等学校の定時制又は通信制課程

県内の高等学校の定時制又は通信制課程
に在籍する者で、経済的理由により修学が
困難であり、経常的収入を得る職業に就い
ている者に対して、修学奨励金を貸与しま
す。

あり 月額14,000円
10月及び3月にそれぞれ6か月分を貸与
します。

学校からの案内に従って申請書を提出し
てください。

－

在籍する学校
又は
高校教育課
092-643-3903

福岡県立高等学校定時制課
程夜食費補助

県立高校の夜間定時制課程

県立高校の夜間定時制課程に在学する生
徒で、経済的理由により修学が困難であ
り、定職又はパート・アルバイトの職に就い
ている者のうち補助を希望する者、有職生
徒以外で疾病等その他やむを得ない事由
により学校長が適当と認めた者に対して、
夜間学校給食に係る経費の一部を補助し
ます。

なし 月額1,500円程度 学校に納入する給食費が減額されます。
学校からの案内に従って申請書を提出し
てください。

－

在籍する学校
又は
体育スポーツ健康課
092-643-3922

高校生等奨学給付金

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/syougakukyuuhukin.html
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/h26-shogakukyuhukin.html
http://ecs-pref-fukuoka.or.jp/scholarship
http://ecs-pref-fukuoka.or.jp/scholarship

